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主幹教諭研修「研修テーマに関する法規について」 

研修テーマ：道徳教育 

 

１ 戦前 

  戦前の道徳教育は，「修身」として，明治維新直後の学制（1872（明治５）年）の開始とと   

もに，「修身口授」（ギョウギノサトシ）から始まった。修身科の成立は，小学校の必修６教科 

の１科目となった 1879（明治 12）年の「教育令」によってである。これがやがて筆頭科目とな 

る。 

小学校教則大綱（抄）（1891（明治 24）年文部省令第 11号）において，その内容は「教育に 

関する勅語の旨趣に基く」ことを定めており，中でも「愛国心」の徳目を最重要視していた。 

1893（明治 26）年には検定を受けた教科書が現われ，翌 1894（明治 27）年４月から使用され 

始めた。 

時代の変遷とともにその性格や内容を著しく変え，1945（昭和 20）年 12月に連合国軍総司 

令部（GHQ）から発せられた第４の指令「修身，日本歴史及ビ地理停止ニ関スル件」によって廃 

止されるまでの間，日本の教育の方向を決定づける役割を担ってきた。 

 

【小学校教則大綱（抄）（1891（明治 24）年 11月 17日文部省令第 11号）】 

第二条 

修身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓培シテ其徳性ヲ涵養シ人道実践ノ方法

ヲ授クルヲ以テ要旨トス 

尋常小学校ニ於テハ孝悌，友愛，仁慈，信実，礼敬，義勇，恭倹等実践ノ方法ヲ授ケ殊ニ尊王

愛国ノ志気ヲ養ハンコトヲ努メ又国家ニ対スル責務ノ大要ヲ指示シ兼ネテ杜会ノ制裁廉耻ノ重

ンスヘキコトヲ知ラシメ児童ヲ誘キテ風俗品位ノ純正ニ趨カンコトニ注意スヘシ 

 高等小学校ニ於テハ前項ノ旨趣ヲ拡メテ陶治ノ巧ヲ堅固ナラシメンコトヲ努ムヘシ 

 女児ニ在リテハ殊ニ貞淑ノ美徳ヲ養ハンコトニ注意スヘシ 

 修身ヲ授クルニハ近易ノ俚諺及嘉言善行等ヲ例証シテ勧戒ヲ示シ教員身自ラ児童ノ模範トナ

リ児童ヲシテ浸潤薫染セシメソコトヲ要ス 

 

＜「国定修身教科書に掲載された教育勅語の余文」より＞ 

 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ 

（いったん かんきゅうあれば ぎゆうこうにほうじ もって てんじょうむきゅうの こううん

をふよくすべし） 

 

２ 教育課程に「道徳」を特設 

  戦後，教科「修身」は解体されたが，小学校の教科について定めた 1947 年学校教育法施行 

   規則に「道徳」はない。 

修身科の廃止以後，学校における道徳教育は，学校の全教育活動を通して行うことを基本と 

して実施されてきたが，児童・生徒が道徳的諸価値についての内面的自覚をいっそう深める  

ようにすることの要望が高まったため，昭和 31 年に文部大臣から小・中学校の教育課程の改 

  訂について諮問を受けていた教育課程審議会は，特に道徳教育問題を重視し，昭和 32年 11月， 

道徳教育の徹底を期するため, 「道徳」の時間を特設するという趣旨の中間的な結論を発表し 

た。次いで翌 33年３月，教育課程審議会から道徳を含めて教育課程全体の改善方策が答申さ 
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れた。 

これを受けて，1958（昭和 33）年，学校教育法施行規則が改正され，教育課程に「道徳」 

の時間が特設された。この改正省令においては，まず，小学校の教育課程は，各教科，道徳，

特別教育活動および学校行事等の四つの領域をもって編成することを明確にした。また，各教

科および道徳の各学年における年間授業時数の最低を省令の別表において示し，教育課程の一

般的事項および四領域の目標，内容，留意事項等は，教育課程の基準として別に文部大臣が公

示する「小学校学習指導要領」によることを規定した。従来の学習指導要領は学校教育法，同

施行規則，文部省設置法の根拠に基づいて文部省で編集してきたのであるが，学習指導要領そ

のものの性格は必ずしも明らかではなかった。しかし，この改正省令によって「小学校学習指

導要領」が，教育課程の基準として初めて文部省告示の形式をとって公示されたのである。こ

こでの改訂において，特に考慮されたことの一つに「道徳教育を徹底すること」が挙げられて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「標準授業時数の在り方について」【文部科学省 Webサイトより】 

 

 

https://www.mext.go.jp/content/20200205-mxt_kyoiku01-000004708_9.pdf
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３ 道徳教育の充実 

2006（平成 18）年に，教育基本法が改正され，第２条が新設された。第２条は，第１条の「教 

育の目的」を実現するため，今日重要と考えられる事柄を５つに整理し，「教育の目標」として 

規定している。そして，その第１項において，「道徳心を培う」ことを挙げている。 

 

【教育基本法】（2006（平成 18）年改正） 

第二条（教育の目標） 

  教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう 

行われるものとする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うととも

に，健やかな身体を養うこと。 

二 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとと

もに，職業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づき，主

体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重

し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

４ 道徳の教科化への動き 

(1) 教育再生実行会議 第一次提言 

     道徳が教科化された背景には，深刻ないじめ問題の発生等がある。それを受けて，教育再

生実行会議では，いじめ問題等への対応について審議が行われた。ここでは，いじめに起因

して，子供の心身の発達に重大な支障が生じる事案，さらには，尊い命が絶たれるといった

痛ましい事案まで生じており，いじめを早い段階で発見し，その芽を摘み取り，一人でも多

くの子供を救うことが，教育再生に向けて避けて通れない緊急課題とした。こうした痛まし

い事案を断じて繰り返すことなく，「いじめは絶対に許されない」，「いじめは卑怯な行為で

ある」との意識を日本全体で共有し，子供を「加害者にも，被害者にも，傍観者にもしない」

教育を実現するよう，提言がまとめられた。その１番目に，「道徳を新たな枠組みによって教

科化し，人間性に深く迫る教育を行う。」ことが挙げられた。 

 

「いじめ問題等への対応について」（第一次提言より）（平成 25年２月） 

１． 心と体の調和の取れた人間の育成に社会全体で取り組む。道徳を新たな枠組みによって教   

科化し，人間性に深く迫る教育を行う。  

いじめの問題が深刻な事態にある今こそ，制度の改革だけでなく，本質的な問題解決に向  

かって歩み出さなければなりません。学校は，未熟な存在として生まれる人間が，師に学び，

友と交わることを通じて，自ら正しく判断する能力を養い，命の尊さ，自己や他者の理解，規

範意識，思いやり，自主性や責任感などの人間性を構築する場です。しかしながら，現在行わ

れている道徳教育は，指導内容や指導方法に関し，学校や教員によって充実度に差があり，所

期の目的が十分に果たされていない状況にあります。このため，道徳教育の重要性を改めて認

識し，その抜本的な充実を図るとともに，新たな枠組みによって教科化し，人間の強さ・弱さ

を見つめながら，理性によって自らをコントロールし，より良く生きるための基盤となる力を

育てることが求められます。また，家庭や地域を始め，社会の中で人が生きていく全ての過程



 

- 4 - 

 

が人間教育の場となります。社会全体でその意識を共有し，それぞれの立場から子どもの成長

に関わり，支える必要があります。 

  ○子どもが命の尊さを知り，自己肯定感を高め，他者への理解や思いやり，規範意識，自主性 

    や責任感などの人間性・社会性を育むよう，国は，道徳教育を充実する。そのため，道徳の 

    教材を抜本的に充実するとともに，道徳の特性を踏まえた新たな枠組みにより教科化し， 

  指導内容を充実し，効果的な指導方法を明確化する。その際，現行の道徳教育の成果や課 

題を検証するとともに，諸外国における取組も参考にして，丁寧に議論を重ねていくこと 

を期待する。 

  ○国及び教育委員会は，心の豊かな成長を育み，子どもの良き行動を引き出す道徳教育が実 

践されるよう，全ての教員が習得できる心に届く指導方法を開発し，普及することや，道 

徳教育のリーダーシップを執れる教員を育成することなどを通じて，教員の指導力向上に 

取り組む。学校における道徳教育の教材として，具体的な人物や地域，我が国の伝統と文 

化に根ざす題材や，人間尊重の精神を培う題材などを重視する。（以下省略） 

 

(2) 道徳教育の充実に関する懇談会 

   先の提言を受けて，2013（平成 25）年３月，「道徳教育の充実に関する懇談会」が文部 

科学省に設置され，同年 12 月に「今後の道徳教育の改善・充実方策について」（報告）に 

おいて，道徳の時間を「特別の教科 道徳」と位置付けた上で，道徳教育の目標や指導方 

法等について改善を行う必要性が打ち出された。 

 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/096/houkoku/__icsFiles/afieldfile/

2013/12/27/1343013_01.pdf 

 

 (3) 中央教育審議会 

   2014（平成 26）年 10 月には，中央教育審議会において，「道徳に係る教育課程の改善  

等について（答申）」が出された。その改善方策として，次のような方向性が示されてい 

る。 

 

１ 道徳の時間を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置付ける 

２ 目標を明確で理解しやすいものに改善する 

３ 道徳の内容をより発達の段階を踏まえた体系的なものに改善する 

４ 多様で効果的な道徳教育の指導方法へと改善する 

５ 「特別の教科 道徳」（仮称）に検定教科書を導入する 

６ 一人一人のよさを伸ばし，成長を促すための評価を充実する 

 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/201

4/10/21/1352890_1.pdf 

 

(4) 学校教育法施行規則の一部改正，学習指導要領の一部改正 

  2015（平成 27）年３月の学校教育法施行規則の一部改正では，従来の「道徳」が「特別の

教科である道徳」へと改められることになった。これにより，小学校，中学校及び特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領が一部改正され，「特別の教科 道徳」が新たに位置付けら

れた。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/096/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2013/12/27/1343013_01.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/096/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2013/12/27/1343013_01.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/10/21/1352890_1.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/10/21/1352890_1.pdf
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【学校教育法施行規則の一部を改正する省令】 

学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）の一部を次のように改正する。 

第五十条，第五十一条，第七十二条，第七十三条，第七十六条，第百七条，第百二十六条及び第

百二十七条中「道徳」を「特別の教科である道徳」に改める。  

第百二十八条第二項中「，道徳」を「及び道徳」に改める。 

第百三十条第二項中「道徳」を「特別の教科である道徳（特別支援学校の高等部にあつては，前

条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定める道徳）」に改める。 

別表第一，別表第二及び別表第四中「道徳」を「特別の教科である道徳」に改める。 

 

(5) 「特別の教科 道徳」全面実施 

   全面実施に向けた 2016（平成 28）年度に教科書検定が実施され，小学校等では 2018（平   

成 30）年度，中学校等では 2019（令和元）年度より，全面実施されている。 

 

「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編」より 

＜道徳教育の目標＞ 

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，自己の生き方

を考え，主体的な判断の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤

となる道徳性を養うことを目標とする。 

 

＜「特別の教科 道徳」の目標＞ 

第１章総則の第１の２の (2) に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤と

なる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を多面的・多

角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践

意欲と態度を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道徳教育の充実について」

【文部科学省 Webサイトより】 


